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１ 交流及び共同学習の意義 

 

 渋谷区では、共生社会の形成に向けて、人種、性別、年齢、障がいの有無に関わらず、

誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができるよう、学校教育において、

ダイバーシティ＆インクルージョン教育を推進している。 

本ガイドラインは、特別支援学級（知的障害・固定学級）に在籍している児童・生徒

と通常の学級に在籍している児童・生徒とが行う「交流及び共同学習」を中心とした内

容であり、特別支援学級の子供たちが通常の学級で学ぶ機会を更に増やすことにより、

障がいの有無に関わらず「共に学び、共に育つ」体制の充実を図るものとする。 

また、区立小・中学校においては、都立特別支援学校に在籍している児童・生徒が行

う副籍制度による交流活動を通じて、学校間で相互に理解を深める機会も設けている。 

「交流及び共同学習」における活動は、全ての子供にとって、経験を深め、社会性を

養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、

非常に重要な意義を有するものである。 

 

１ 「交流及び共同学習」の意義 

【共生社会におけるインクルーシブ教育システム構築】 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

育の推進（報告）」(平成２４年７月２３日初等中等教育分科会)抜粋 

 「インクルーシブ教育システム」とは、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ

仕組みであり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活す

る地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な合理的配慮が

提供される等が必要とされている。 

・ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると

ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を

見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多

様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学

級、通級における指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある

「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。 

・ 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだ

け同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子ど

もが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充

実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も

本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。 
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渋谷区の特別支援教育は、障がいの有無に関わらず、全ての児童・生徒がもてる力を

十分に発揮して、将来、社会の一員として豊かな人生を生きていく基礎的な力の育成を

基盤としている。 

全ての子供たちが、地域社会の中で積極的に活動し、共に支え合って生きていくため

には、可能な限り共に学ぶことができるように配慮することが重要であり、通常の学級

及び特別支援学級（知的障害・固定学級）における「交流及び共同学習」は、次の考え

方に基づいて、計画的に実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 「交流及び共同学習」は、指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し、障

がいのある児童・生徒一人一人の実態に応じた合理的配慮を行うなど、学校

全体で組織的に取り組み、計画的かつ継続的に実施すること。 

 

➢ 「交流及び共同学習」は、相互の豊かな人間性を育むことを目的とする側面

と、教科等のねらいを達成することを目的とする側面があり、その意義や目

的について、児童・生徒、教員及び保護者が理解を深め、両方の側面を推進

して実施すること。 

 

➢ 同じ場で共に学ぶことだけが目的ではなく、児童・生徒が十分な教育が受け

られるということに留意して、教育の内容及び方法の改善を図りながら、状

況に即して柔軟に実施すること。 

 

２ 渋谷区における「交流及び共同学習」の考え方 
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 【関連法令抜粋】 

障害者基本法（昭和４５年法律第８４号） 

（教育） 

第１６条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ

の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者で

ある児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配

慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生 

徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意 

向を尊重しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生 

徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進し 

なければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保

及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促

進しなければならない。 

 

【学習指導要領等の主な関連記述抜粋】 

〇小学校学習指導要領（平成２９年３月告示） 

 第１章 総則 第５ 学校運営上の留意事項 

  ２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 

    教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

イ 他の小学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、中学校、高等学校、

特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児

児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協

働して生活していく態度を育むようにすること。  

 

〇中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）  

第１章 総則 第５ 学校運営上の留意事項 

  ２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 

    教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

イ 他の中学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、高等学校、

特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児

児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協

働して生活していく態度を育むようにすること。  
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（１）関係者の共通理解 

「交流及び共同学習」の充実に向けて、教員、児童・生徒、保護者等の全ての関係

者が、「交流及び共同学習」の意義やねらい等について、正しく理解し、共通認識を

もって進める必要がある。 

 

（２）体制の構築 

「交流及び共同学習」に関する理解や取組状況について学校が同じ方針で進めるた

めには、個々の教員の取組のみに任せるのではなく、校長のリーダーシップの下、学

校全体で組織的に継続して取り組むことが重要である。さらに、特別支援学級の児童・

生徒が通常の学級の教室に「いるだけ」で、機械的又は義務的な「交流及び共同学習」

になっていないかということや、教員が多忙化している現状において、目標と手立て

の検討・評価・見直しが図れているかなど、「交流及び共同学習」の教育効果につい

て真摯に検討、評価していく体制を築く必要がある。 

そのために、全教員を対象に「交流及び共同学習」に関する校内研修や事例報告会

の実施、特別支援教育コーディネーター研修や特別支援学級担任研修における定期的

な事例研究等を行うなど、学校全体及び学校間で取組の共有を図ることが大切である。 

 

（３）学校組織全体での共通理解 

「交流及び共同学習」を実施するための工夫を検討する際には、特別支援学級担

任のみに任せるのではなく、実際に交流を予定している通常の学級の担任や特別支 

援教育コーディネーターが積極的に関わる必要がある。学校全体で複数の教員が、

様々な視点や角度から可能性を探り、合理的配慮等について打ち合わせを行い、教

員間の共通理解を図るものとする。 

ア 校長の役割 

校長は、学校経営方針に基づき、「交流及び共同学習」の充実に向けて、校

内の支援体制を整備し、児童・生徒、保護者、地域への正しい理解を深める取

組を積極的に行う。例えば、児童・生徒向けには全校朝会での講話等を行い、

教員向けには該当学級の担任だけではなく、副校長を中心とし、同学年の教員

や専科担当教員、少人数指導担当教員等との打合せを十分に行い、校内体制の

整備を行う。保護者向けには学校だよりやＰＴＡ総会、研修会等において、地

域向けには学校運営協議会や地区委員会等の機会において、交流の状況や指導

内容等について紹介するなど積極的に周知する。 

 

３ 「交流及び共同学習」の展開 
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イ 教員の役割 

通常の学級の担任と特別支援学級担任とが連携し、「交流及び共同学習」の

意義やねらいを十分に理解した上で、児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応

じた個別指導計画に基づき「交流及び共同学習」を実施する。活動後は、活動

のねらいの達成状況や児童・生徒の意識や行動の変容について評価する。当該

評価を、次回の活動に生かすため、必要に応じて活動内容の改善や計画の見直

しを行う必要がある。 

 

ウ 特別支援教育コーディネーターの役割 

交流活動の実施に当たり、計画作成の段階から担任に協力し、児童・生徒の状

態の説明や指導の助言をすることなどにより、関係者の意識向上に努めることが

求められる。また、学校内では、校内研修や校内委員会等において、「交流及び

共同学習」の実施状況の共有を図り、保護者に対する学校の窓口として、障がい

の有無にかかわらず全ての児童・生徒の保護者の理解を促すことが重要である。

学校だよりや校内委員会、保護者面談などの機会を通して、学校での取組を深く

知ってもらえるよう周知し、わかりやすく説明することに努める。 

 

（４）個別指導計画の作成 

「交流及び共同学習」は、障がい種別に関わらず、どの学級においても児童・生徒

一人一人の発達の段階や障がい等の状態を踏まえて実施されるものである。そのため、

実施に当たっては、各学校の教育課程を踏まえて、年度当初に個別指導計画を作成し、

特別支援学級に在籍している児童・生徒一人一人の発達の段階や障がい等の状態に基

づいて、「共同学習 年間指導計画」を立案する。また、個別指導計画の作成につい

ては、保護者の積極的な参画を促し、保護者の意見を聞いて作成することに留意する。 

実際の指導においては、合理的配慮が必要であるため、特別支援学級の児童・生徒

一人一人の状況に応じた支援の実施や、特別支援学級担任や介助員・学習支援員が加

わって補助をするなど、適宜、個に応じた配慮が必要である。 

 教科の授業として実施する場合は、通常の学級の教科等のねらいを達成することが

目的となるため、特別支援学級の児童・生徒が授業の内容を習得できることが基本と

なる。 

 

（５）通常の学級の担任、特別支援学級担任及び保護者の連携 

  通常の学級の担任及び特別支援学級担任は、保護者に対し、「交流及び共同学習」

に関する丁寧な説明や情報提供を行い、密に連携を図ることが重要である。 

ア 連携の方法 

特別支援学級担任は、「交流及び共同学習」に対する保護者の意向について、丁
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寧に聞き取りを行い、その内容を個別指導計画に反映して計画的・継続的に取り

組むことについて、保護者と共通理解を図る。また、活動の内容や子供の様子等

については、連絡帳や電話等により、通常の学級の担任及び特別支援学級担任の

双方から保護者に伝え、定期的に情報を共有する。面談等を行う際は、「交流及び

共同学習」での指導の結果どのような力が身に付いたか、どのような効果がみら

れたかなどについて具体的に伝えるようにする。 

場合によっては、転学相談（学びの場の見直し）につながることも想定される

ため、保護者の就学先に対する意向や学習面、行動面等に係る保護者のニーズを

十分把握して、継続的な取組を保護者とともに進めていくことが重要である。 

イ 情報の引継ぎ 

学年進行時や中学校に進学する時は、通常の学級の担任及び特別支援学級担任

から新担任又は中学校に対し、「交流及び共同学習」の取組内容の引継ぎを円滑に

行う。学年や環境によって取組内容が変わらないように、「交流及び共同学習」の

内容及び方法の改善を図りながら、児童・生徒一人一人の状況に即して柔軟に実

施する体制を継続していくことが重要である。 
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「交流及び共同学習」の展開イメージ図

特別支援学校

教員

教育課程

「交流及び共同学習」の実施

副籍交流

特別支援学級通常の学級

教育課程 学習指導要領に基づき、
「交流及び共同学習」を
教育課程に位置付ける。

個別指導計画

学校、児童・生徒及び
保護者の共通理解を図る。

関係者の共通理解

組織的・継続的に取り組む
体制を整備する。

小・中学校

体制の構築

通常の学級で学ぶ機会を増やし、充実した事前学習・事後
学習により、障がい者理解に係る丁寧な指導を継続する。

「
交
流
及
び
共
同
学
習
」

学校間や地域社会との交
流を通して、相互に理解
を深める機会を設ける。

※「交流及び共同学習」の
ための人的支援（支援員の
配置）
※一人一人の障がいや教育
的ニーズに応じて、学びの
場の柔軟な見直し

就学相談・転学相談

連
携

連携

校長

活動の評価
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（１）実施に当たって 

「交流及び共同学習」の実施に当たっては、年間指導計画に基づき、共同学習を組

織的・計画的に実施することが求められる。 

また、年間指導計画を作成する際には、児童・生徒の実態を把握し、配慮するべ

き内容等についても共有しておく必要がある。 

 

共同学習 年間指導計画の作成の例 

【４年生・Ａ児】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 

日常の生活 

 （火）（木）は、

交流学級で給

食～清掃に参

加 

  

教科等 

体育 

（運動会に向け、エイサーの練習

に参加） 

  

特別活動 

 クラブ活動 

（図工クラブ） 

  

 

セーフティ教室 

学校行事 

 運動会 

（演技は交流学

級に参加） 

 遠足 

（江の島水族

館） 

 

 

（２）事前の準備 

ア 交流学級における事前準備 

（ア）「交流及び共同学習」の意義の指導 

人々がもつ多様性について理解し、人種、性別、年齢、障がいの有無に関わ

らず、共に生きる社会の担い手となることを目指し、「交流及び共同学習」を通

して、一人一人の児童・生徒が「互いの人格と個性を認め、尊重し、支え合う」

気持ちと態度を身に付けることができるよう指導に努める。 

その際、「心のバリアフリーノート」を活用するなど、児童・生徒自身が相互

に理解を深めることができるようにコミュニケーションを取り、学び合いや支

４ 「交流及び共同学習」の実施 
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え合いに主体的に取り組むことができる素地を育成する。また、障がい者につ

いての正しい知識や適切な支援、協力の仕方などを事前学習において理解を深

めておく。 

（イ）環境整備 

机、イス、ロッカー等、交流学級において学習に必要となる環境を整備する。

座席の位置は、一人一人の障がいの状態や特性に応じて適切に設定する。 

（ウ）学級紹介 

     事前準備は、交流学級においても、友達を受け入れようとする態度を育成す

るための事前学習となると考えられる。例えば、写真入りの学級紹介カードや

学級紹介動画を作成し、交流する児童・生徒が交流学級の雰囲気を知ることが

できるようにするなど、交流する児童・生徒が受け入れられていることを実感

し、安心して活動に参加できるように配慮することが必要である。 

 

イ 特別支援学級における事前準備 

（ア）「交流及び共同学習」の目標・内容の理解 

交流学級での活動に当たって、児童・生徒自身が目標を設定し、その目標達

成に向けた学習ができるよう指導する。 

目標の設定は、振り返りができるように、「３人以上と話す」、「隣の子の名前

を覚える」など、具体的な内容を設定することに留意する。また、支援の協力

の求め方や断り方、自分の気持ちの表現方法などの指導を行い、活動当日に児

童・生徒が主体的に取り組めるよう、時間をかけて活動に見通しをもたせてお

くことが有効である。 

（イ）自己紹介 

     児童・生徒自身の特性や得意なこと、苦手なこと、「交流及び共同学習」で

学びたいことなどを明確にして、自己紹介カード等を作成し、活用する。また、

作成した自己紹介カード等を事前に交流学級に渡し、交流学級の児童・生徒が

事前に児童・生徒の理解を深められる機会を設けることにより、「交流及び共

同学習」が円滑に実施できるようにする。 

 

ウ 教員による事前準備 

「交流及び共同学習」において、その目的や内容について、教員間で事前に共通

理解を図る。交流学級においては、どのような準備を行っているか、特別支援学

級においては、児童・生徒がどのような目標を立てて「交流及び共同学習」に臨

もうとしているかなどを、交流学級と特別支援学級の担任とが情報を共有し、連

携をすることで、それぞれの目標達成に向けた支援や配慮を行うことができる。 
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（３）活動の実施 

  活動の当日には、児童・生徒が主体的に取り組むことができるように、全ての児童・

生徒の活動の状況や、周囲の支援の様子を常に把握し、円滑に活動できるようにする

ことに留意する。事故防止に努め、障がいのある児童・生徒に対し、活動が負担過重

にならないよう気を付ける。 

 

（４）事後学習 

  「交流及び共同学習」の実施後は、活動の様子を振り返り、児童・生徒が活動して

みてどう感じたか、今後どのような活動をしていきたいかなどを整理する。振り返っ

たり、感じたことを周囲の人に伝えたりすることで、活動のねらいに基づいて理解を

深めるとともに、「交流及び共同学習」に対する関心を一層高めるようにすることが

大切である。 

 

（５）評価 

  活動後には、「交流及び共同学習」のねらいがどの程度達成できたのか、活動を通

して相互理解がどのように進んだのかなどについて具体的に評価するとともに、「交

流及び共同学習」について教育課程上に位置付けた各教科等の目標に照らして、どの

ような資質、能力が身に付いたかを評価していく。 

評価に当たっては、単純に「できた」「できない」を評価するだけでなく、その

目標を達成するために行った学習の過程についても振り返り、価値付けることが大

切である。「交流及び共同学習」の大きな目的である「共に助け合い支え合って生

きていくことを学ぶ」ことにどの程度つながったかを評価するため、活動ごとに評

価の視点を定めておくことも大切である。 

また、活動の実施前後のアンケートを実施することにより、実施前後に「互いの 

人格と個性を認め、尊重し、支え合う」気持ちと態度を身に付けることができたか

などについて自己評価を行うことも必要である。 

 

 

【事後学習の例】 

・ 教員が学校・学級だよりを作成し、相手校や校内に活動内容を広く伝える。 

・ 児童・生徒が感想などを作文や絵にまとめる機会を設ける。良かったことを中心

に振り返らせることも有効である。 

・ Teamsに「交流及び共同学習」用チームを作成し、活動当日の様子を画像や動画で共

有したり、実施後の感想を交換したりする。 
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※合理的配慮は、個別の状況に応じて決定されものであることに留意する。 

 

 

【合理的配慮を提供する際に当たっての観点（３観点１１項目）】 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）(平成２４年７月２３日初等中等教育分科会)（抄） 

＜「合理的配慮」の観点① 教育内容・方法＞ 

＜①－１ 教育内容＞ 

 ①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

 障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個性や障害

の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、習慣を身に付け

られるよう支援する。 

 ①－１－２ 学習内容の変更・調整 

 認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法等を工夫

する。障害の状態、発達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒業後の生活や進路を見据えた学

習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げることや自己選択・自己判

断の機会を増やすこと等に留意する。 

 

＜①－２ 教育方法＞ 

 ①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

 障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するととも

に、教材（ICT及び補助用具を含む。）の活用について配慮する。 

 ①－２―２ 学習機会や体験の確保 

 治療のため学習空白が生じることや障害の状態により経験が不足することに対し、学

習機会や体験を確保する方法を工夫する。また、感覚と体験を総合的に活用できる学習活

動を通じて概念形成を促進する。さらに、入学試験やその他の試験において配慮する。 

 ①－２－３ 心理面・健康面の配慮 

 適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配慮する

とともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるようにする。学習

に見通しが持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるようにしたりして心理的不安

を取り除く。また、健康状態により、学習内容・方法を柔軟に調整し、障害に起因した不

安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。 

 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認できるよ

うにすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断できるようにする。 
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（１）教科等における「交流及び共同学習」 

 

 【小学校】 

教科等 目的 学習活動 指導上の留意点 

国語 対話や体験的な

活動を通じて、

学習内容につい

て、理解を深め

る。 

交流学級の授業

に出席し、共に

学習する。 

・ 事前に学級担任

と単元計画等に

ついて打合せを

行い、個別指導計

画に基づき、児童

一人一人の実態

に合わせた内容

とする。 

・ 学習指導は、交流

学級の担任が中

心になって行う。

支援及び評価に

ついては、事前に

情報を共有する。 

・ 特別の教育課程

による授業時数

を確認し、設定さ

れた時数を下回

ることがないよ

う留意する。 

 

 

 

社会 

算数 

理科 

生活科 

音楽 

図画工作 

家庭 

体育 

特別の教科 

「道徳」 

外国語・ 

外国語活動 

総合的な 

学習の時間 

（シブヤ科を含む。） 

  

 

 

 

 

 

５ 「交流及び共同学習」の実践例 
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 【中学校】 

教科等 目的 学習活動 指導上の留意点 

国語 対話や体験的な

活動を通じて、

学習内容につい

て、理解を深め

る。 

交流学級の授業

に出席し、共に

学習する。 

・ 事前に学級担任

と単元計画等に

ついて打合せを

行い、個別指導計

画に基づき、生徒

一人一人の実態

に合わせた内容

とする。 

・ 学習指導は、交流

学級の担任が中

心になって行う。

支援及び評価に

ついては、事前に

情報を共有する。 

・ 特別の教育課程

による授業時数

を確認し、設定さ

れた時数を下回

ることがないよ

う留意する。 

 

 

 

社会 

数学 

理科 

音楽 

美術 

保健体育 

技術・家庭 

外国語 

特別の教科 

「道徳」 

総合的な 

学習の時間 

（シブヤ科を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

- 14 - 

 

（２）日常の生活における「交流及び共同学習」 

 

【朝の会、帰りの会、ホームルーム】 

目的 ・ 互いを認め合い、交流学級への所属意識を高める。 

活動内容 ・ 朝、帰りの挨拶をし、共に過ごす時間をもつ。 

目標例 

・ ３人以上と朝や帰りの挨拶をすることができた。 

・ 時間を守って登校し、交流学級に向かうことができた。 

・ 自分の席を覚えて座ることができた。 

指導上の留意点 

・ 各学級における連絡や健康観察を行う時間であること

を考慮し、特別支援学級での連絡や健康観察が疎かに

ならないよう、曜日や時間を決めて行う。 

・ 交流学級の担任が、率先して挨拶をするなど、教員が手

本となって模範を示す。 

 

 

【給食】 

目的 ・ 食事のマナーを守り、楽しく給食を食べる。 

活動内容 
・ 当番の仕事に責任をもって取り組む。 

・ 食事のマナーを守りながら、会話を楽しむ。 

目標例 

・ 当番の仕事を協力して行うことができた。 

・ 交流学級のルールを理解し、マナーを守ることができ

た。 

・ 同じ班の児童・生徒と会話をすることができた。 

指導上の留意点 

・ 児童・生徒の特性に把握し、できる仕事を当番として割

り当てる。交流学級の児童・生徒とペアで担当させるな

ど、協力して取り組む場面を設定する。 

・ アレルギーや偏食がある児童・生徒については、事前に

情報を共有し、通常通りの給食が取れるよう配慮する。

交流学級と異なる献立となる場合は、事前に交流学級

の児童・生徒に指導し、理解を促す。 
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【清掃】 

目的 ・ 自分たちが使用する教室を、協力して清掃する。 

活動内容 ・ 当番の仕事に責任をもって取り組む。 

目標例 

・ 当番の仕事を最後まで行うことができた。 

・ 同じ当番の児童・生徒と協力して清掃することができ

た。 

指導上の留意点 

・ 児童・生徒の特性を把握し、できる仕事を当番として割

り当てる。交流学級の児童・生徒とペアで担当させるな

ど、協力して取り組む場面を設定する。 

・ 交流学級の教室だけでなく、特別支援学級の教室も清

掃場所として設定することで、互いに協力して学校全

体を清掃しているという意識をもたせる。 

 

 

（３）特別活動における「交流及び共同学習」 

 

【クラブ活動・部活動】 

目的 
・ 得意な活動を通して、望ましい人間関係を形成し、異年

齢集団の交流を深める。 

活動内容 
・ 所属のクラブ活動に参加し、活動や異年齢との交流を

楽しむ。 

目標例 

・ 時間を守って参加し、クラブ活動・部活動を楽しむこと

ができた。 

・ 違う学年の児童・生徒と会話をすることができた。 

指導上の留意点 

・ 交流学級以外の教員が担当になることがあるため、事

前に活動内容を確認する。 

・ 担当教員に、クラブ活動や部活動に参加する児童・生徒

の特性を伝え、発達段階や障がいの状態に応じた活用

ができるよう配慮する。 
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（４）学校行事における「交流及び共同学習」 

 

【入学式・卒業式】 

目的 

・ 学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新

な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとな

るような活動を行う。 

活動内容 
・ 特別支援学級の児童・生徒が交流学級に入り入学式・卒

業式に参列する。 

目標例 
・ 自身の特性に合った参列の方法を事前に相談し、入学

式・卒業式に参列できた。 

指導上の留意点 

・ 児童・生徒の障がいの状態や特性、児童・生徒及び保護

者の意向を踏まえ、必要な合理的配慮を行う。 

・ 座席や呼名、写真撮影に関しては、児童・生徒及び保護

者の意向を踏まえ、各学校で判断する。 

 

 

【運動会・体育祭】 

目的 
・ 安全な行動や規律ある集団行動を身に付ける。 

・ 運動に親しむ態度を育成する。 

活動内容 ・ 交流学級の中で、集団演技や競技に参加する。 

目標例 

・ 自分の特性に合った競技を楽しむことができた。 

・ 演技の練習に参加し、交流学級の中で発表することが

できた。 

指導上の留意点 

・ 一人一人の障がいの状態や特性、発達の段階に応じて

行い、参加の仕方を工夫する。 

・ 事前学習や練習に参加する場合は、交流学級の担任と

計画を共有し、特別支援学級における学習の負担にな

らないよう留意する。 
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【遠足・宿泊的行事】 

目的 

・ 自然の中での集団宿泊活動など普段と異なる生活環境

の中で、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の

在り方や公衆道徳などの体験を積む。 

・ 安全な行動や規律ある集団行動を身に付ける。 

活動内容 
・ 遠足や宿泊的行事に、交流学級の児童・生徒と共に参加

する。 

目標例 

・ 普段と異なる環境の中で、自然や文化に親しむことが

できた。 

・ 集団行動のルールを理解し、ルールを守って行動する

ことができた。 

・ 必要な援助を要請することができた。 

指導上の留意点 

・ 一人一人の障がいの状態や特性、安全面・体力面に考慮

し、参加の仕方を工夫する。 

・ 事前学習や練習に参加する場合は、交流学級の担任と

計画を共有し、特別支援学級における学習の負担にな

らないよう留意する。 

・ 交流学級及び特別支援学級の児童・生徒が同じグルー

プになるよう編制し、共に活動できる場面を設定する。 
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（５）ＩＣＴを活用した「交流及び共同学習」 

 

目的 
・ 直接交流が困難な児童・生徒が ICT 機器を活用するこ

とで、オンラインによる間接的な交流を行う。 

活動内容 

・ オンラインで交流学級での活動に参加する。 

・ 写真や動画の配信を通して、お互いの学級の様子を伝

え合う。 

・ 教育タブレット（Teams）のチャット機能を使って、意

見交換等の交流をする。 

目標例 

・ オンラインで交流学級の朝の会に参加することができ

た。 

・ 特別支援学級の様子を撮影し、交流学級に送ることが

できた。 

・ 撮影した動画について、チャット機能で感想を伝え合

うことができた。 

指導上の留意点 

・ 年間指導計画に配信する内容を記載し、継続的な取組

とする。 

・ 交流学級では、動画等を見る時間を設定し、一方的な交

流とならないよう配慮する。 
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６ 障がいのある児童生徒の理解 

障がいのある児童・生徒に関わる際には、障がいの状態や特性等に応じてそれぞれ配

慮が必要である。配慮に当たっては、以下の例に限らず、柔軟に対応する必要がある。

また、児童・生徒の実態に応じた個別指導計画を作成し、目標や方針に基づいた指導を

行うものとする。 

 

（１）知的障害 

 

 知的障害とは、認知や言語などの知的機能の発達に明らかな遅れと、適応行動の困難

性を伴う状態が、発達期に起こるものをいう。適応行動の困難性とは、他人との意思の

交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについて、その年齢段階に標準

的に要求されるまでには至っていないことを表すものである。 

 知的障害特別支援学級の対象は、その年齢段階に標準的に要求される機能に比較して、

他人との日常生活に使われる言葉を活用しての会話はほぼ可能であるが、抽象的な概念

を使った会話などになると、その理解が困難な程度となる。例えば、時間の概念が入る

と理解できなかったりすることや、比較的短い文章であっても、全体的な内容を理解し

短くまとめて話すことなどが困難であったりする状態である。 

 

【配慮する点】 

・ 行動の意味や背景等を必要に応じて適切に説明するなどして、児童・生徒間で相互

に理解が深められる機会を設ける。 

・ 児童・生徒が興味・関心を維持することができる教育活動となるように、指導時間

や指導内容を工夫する。 

・ 児童・生徒が活動内容を理解しやすくするために、学習や活動は、言葉による指示

だけでなく、絵や写真などを用いて見えやすい位置に表示したり、視覚的なモデル

を示すなどの工夫をし、児童・生徒が活動内容を視覚的に捉えられるようにする。 

・ 教育内容を繰り返しできる活動や活動の手順を少なくするなどの工夫をする。また

絵や写真、図表等を活用して手順が分かりやすくするなど、本人が見通しを持ちや

すくする。 

・ 得意とする活動や普段の授業で慣れている活動を取り入れて、活躍できる場を多く

する。 

・ 障がいの状態に応じて、学習内容を調整する。 

・ 学習や活動は、言葉による指示だけでなく、見やすい位置に表示し、視覚的に捉え

られるようにする。 

６ 障がいのある児童・生徒の理解と配慮について 
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・ １日の活動をルーティーン化し、本人が見通しをもって取り組めるようにする。 

・ 児童・生徒の興味・関心に応じた教材の工夫や、課題の設定を行う。 

・ 児童・生徒の理解に応じた教材を使用する。例えば、概念を理解することが難しい

場合は、絵や写真、動画、模型等を用いて、本人が感覚的に理解できるようにする。

また、タブレット端末を使用し、音声入力等でノートをとる。学習者用デジタル教

科書やデイジー教科書の読み上げ機能や拡大機能、色の調整等を活用する。 

・ 集団の一員として帰属意識がもてるように、意識的に友達と対話をする機会を確保

する。また、本人の成長や変容があったことは、その都度褒めることで、自尊感情

や自己肯定感の向上を図る。 

 

 

（２）自閉症 

 

自閉症とは、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が

狭く特定のものにこだわることを特徴とする発達の障がいである。これらの特徴は、軽

い程度から極めて重い程度まで見られ、児童・生徒個々の状態像も多様であり、多くの

場合、知的障害を併せ有している。 

 

【配慮する点】 

・ 予定の急激な変化を苦手とする場合が多いことから、一日の流れの見通しがもてる

よう、計画された活動内容を簡潔な言葉で説明をする。また、絵や写真等の視覚的

な情報を活用して、その都度事前に知らせるように配慮する。急な予定の変更はで

きる限り行わないよう留意する。 

・ 相手の感情や考えを察したり、言葉や表情から相手の考えを理解することが苦手で

ある場合があるので、児童・生徒同士の関係を適切に調整し、誤解による揉め事が

生じないよう留意する。 

・ 言動の意味を理解することが困難な場合でも、児童・生徒は他者に自らの意思や考

えを伝えようとしていることが多いことに留意する。 

・ 集団活動に参加することが苦手な児童・生徒が多いことから、少人数による活動か

ら徐々に人数を増やしていったり、児童・生徒同士の相性や関係性を考慮したりす

るなど活動の工夫を行う。また、参加を強制せず少し離れた場所で見学をさせたり、

別の課題を提示したりするなどの配慮をする。 

・ 騒がしい場所や蛍光灯の光、人との接触等を苦手とする場合もあるので、聴覚や視

覚、触覚等の過敏さを踏まえて、ヘッドホン、デスクパーティション等の使用によ

り、本人の状態に応じて安心して学習できる環境づくりをする。 
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（３）注意欠陥多動性障害 

 

注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣合いな程度の不注意、又は衝動性・

多動性を特徴とする障がいである。障がいの程度においては、次の状態を継続して示し、

それらが社会的な活動や学校生活を営む上で著しい困難を示す状態をいう。 

・不注意 気が散りやすく、注意を集中させ続けることが困難であったり、必要な 

事柄を忘れやすかったりすること。 

・多動性 じっとしていることができず、落ち着いて活動や課題に取り組むことが 

困難であることから、過度に手足を動かしたり、話したりすること。 

・衝動性 話を最後まで聞いて答えることや順番を守ったりすることが困難であっ 

たり、他人の行動を遮ったりしてしまうこと。 

 

 

【配慮する点】 

・ 聞き落としや見落としをしないように、教員に注目していることを確認してから話

したり見せたりする。また、一度に多くのことを伝えようとしないで、一つのこと

を簡潔に伝えるようにする。 

・ 一つ一つの活動が短く区切られ、先の活動が終わったときには次にやることが明確

に分かっているようにする。 

・ 指示は短く、一つずつ出し、忘れても思い出せるように、指示内容は簡潔に書いて

提示する。また本人が指示内容を書いておき、見直しができるように配慮する。 

・ 好ましくない行動をしたときには、その行動が良くないことを短く簡潔に伝え、ど

のように行動することが良いのかを具体的に伝える。 

・ 興味の対象が移りやすいので、活動に不要なものは片付けておくように努める。 

・ 教員全体で指導内容等を共有し、同じ方針で指導を行うことができるよう配慮する。 

・ 必要に応じて、特別支援教室巡回指導教員やスクールカウンセラー、巡回心理士等

による行動観察を行い、障がいの状態や指導について協議を行う。 
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（４）学習障害 

 

 学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く・話す・読む・書く・計

算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状

態のことをいう。障がいそのものの社会的認知が十分ではないため、見逃されやすい障

がいである。 

 

【配慮する点】 

・ 障がいそのものの社会的認知が十分でなく、また、一部の能力の習得と使用に困難

を示すものであるという特性上、単に学習が遅れているあるいは本人の努力不足と

捉えられてしまうことがある。さらに、注意欠陥多動性障害を併せ有する場合や、

一部の広汎性発達障害と近接している場合がある。その程度や重複の度合いは様々

なので、個々の児童・生徒に応じた対応が必要となる。 

・ 早期からの支援が効果的であることから、本人の得意なことや苦手なこと、障がい

の特性などを、あらかじめ様々な面から検証し、十分に把握する必要がある。 

・ 本人のもっている得意な能力を生かした活動ができるよう教育内容を工夫する。苦

手なことに対しては、周囲の理解を得るとともに、できる限り自分の力でできるよ

う、得意な能力を生かした支援の手立てを工夫する。 

・ 指導に当たっては、具体的に簡潔な言葉で話すとともに、実物や VTR、写真、絵カ

ード等の視覚的な情報を活用する。 

・ 文字を示すときは、本人が読みやすい大きさの文字や色等を使うようにする。また、

不必要な文字は黒板から消すなどして、必要な情報を厳選して提示する。 

・ タブレット端末の読字機能やカメラ機能、プロジェクターでの投影等を最大限生か

して、本人の特性に応じた配慮を行う。 

・ 児童・生徒の障がいの程度に応じた学習方法を工夫する。例えば、タブレット端末

を使用し、音声入力等でノートをとることや、電卓の使用、学習者用デジタル教科

書やデイジー教科書の読み上げ機能や拡大機能、色の調整等を活用する。 

・ 教員全体で指導内容等を共有し、同じ方針で指導を行うことができるよう配慮する。 

・ 必要に応じて、特別支援教室巡回指導教員やスクールカウンセラー、巡回心理士等

による行動観察を行い、障がいの状態や指導について協議を行う。 
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（５）情緒障害 

 

 情緒障害とは、状況に合わない感情・気分が持続し、不適切な行動が引き起こされる

状態であり、また、それらを自分の意思ではコントロールできないことが継続し、学校

生活や社会生活に適応できなくなる状態をいう。 

 

【配慮する点】 

・ 心理的、情緒的理由により不登校の状態にある児童・生徒がいることから、生活リ

ズムの安定や、自我・自主性の発達を促し、家族間の人間関係の調整を図るための

指導や配慮等を行うことに留意する。 

・ 心理面での不安定さから学習の積み重ねが難しかったり、治療等により学習の空白

期間が生じたりする場合もあることを踏まえ、学習内容の定着に配慮する。場合に

よっては、学習課題の量を調整するなどの工夫により、本人が取り組める学習内容

から進める。 

・ 児童・生徒の情緒不安、自尊感情や自己肯定感の低下などの状態に応じて、カウン

セリングによる対応や医師の診断を踏まえた対応を行う。 

・ 選択性緘黙の児童・生徒に対しては、場面によって意図的に話ができない状況にあ

ることを踏まえ、緊張や不安を緩和できるような支援の手立てを工夫する。 

・ 教員全体で情報を共有し、同じ方針で指導を行うことができるよう配慮する。 

・ 不適切な行動により、自己肯定感が低下することがあるため、あらかじめ環境調整

等に留意する。 

・ 必要に応じて、特別支援教室巡回指導教員やスクールカウンセラー、巡回心理士等

による行動観察を行い、障がいの状態や指導について協議を行う。 
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（６）聴覚障害 

 

 聴覚障害とは、聴覚機能の永続的低下と環境との相互作用で生じる様々な問題点の総

称である。障がいの程度には、かすかな音や言葉を聞き取るのに不自由を感じるが日常

の生活にはほとんど支障のないものから、身近にあるいろいろな音や言葉が全く聞こえ

ないものまである。 

 

【配慮する点】 

・ 児童・生徒が話し手の方を向いているときに、話し手は自分の顔全体、特に口元が

はっきりと見えるようにして話しかける。 

・ 補聴器や人工内耳等で聞き取りやすいように、必ず声を出して話す。唇だけを動か

したり、大声を張り上げたりしないようにする。 

・ 話が通じにくい場合には、紙に書いたり、空書きしたり、児童・生徒の手のひらに

指でゆっくりと文字を書いたりして確認するようにする。児童・生徒によっては、

手指の形でかな文字を表す指文字や手話を活用した会話に努める。 

・ 活動の流れを確認したり、話し手の方を見たりするために、児童・生徒が横や後ろ

を見る場合があるので、それを認めるようにする。 

・ できるだけ板書や実物、指文字、手話等を利用するなどして、視覚的な手掛かりを

もとに活動の流れを把握できるようにする。 

・ 教室内での座席の位置を前方にする等の児童・生徒の状況に応じた配慮をする。 

・ 机・椅子の脚の雑音の軽減対策として、テニスボール等を設置する。 

・ 聴覚情報が得にくいことを考慮して、時間の延長や学習内容の変更・調整を行う。 

・ 聞こえにくさに応じた教材を使用する。例えば、指示カードや意思カード等の視覚

的教材の活用や、学習者用デジタル教科書やデイジー教科書の拡大機能や読み上げ

部分を色で表す等の機能を活用する。 

・ 補聴システムを使用し、話し手のマイクを通して聴覚補償機器で音声を聞く。 

・ Teams 上に学習課題や資料等をあらかじめ保存しておき、児童・生徒の状況に応じ

て能動的な学習を進められるようにする。 

・ 聴覚障害について、学級全体で理解・受容する指導を行い、困ったときに援助要請

を出しやすい学級づくりをする。 

・ 体育や校外学習等、教室以外で学習をする際は、介助員が安全確保を図る。 
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（７）言語障害 

 

 言語障害とは、言語情報の伝達及び処理過程における様々な障がいを包括する広範な

概念である。発音が不明瞭であったり、話し言葉のリズムがスムーズでなかったりする

ため、話し言葉によるコミュニケーションが円滑に進まない状況であること、また、そ

のため本人が引け目を感じるなど社会生活上不都合な状態であることをいう。言語の受

取から表出に至るまでのいずれかの過程において障がいがある状態であり、発音の誤り、

吃音、口蓋裂に伴う言葉の表出の困難さなど、その実態は複雑多岐にわたる。 

 

【配慮する点】 

・ 話すことが苦にならない楽しい雰囲気づくりが大切であり、温かく、思いやりのあ

る好ましい人間関係を保つことができるような環境づくりを心掛ける。また、障害

の特性について、学級全体で理解・受容する指導を行い、児童・生徒が安心して話

すことができる学級づくりをする。 

・ はっきりかつゆっくりと話すように努め、児童・生徒の話に対しては、笑顔でうな

ずきながら、児童・生徒が話し終わるまで丁寧に聞くようにする。 

・ 児童・生徒にとって話したくなるような聞き手であることが大切であり、児童・生

徒の話し方ではなく話の内容に耳を傾けるようにする。 

・ 吃音の児童・生徒に対しては、急いで話したり、言い直すことを求めず、また、話

の途中で口を差し挟んだりしないようにする。 

・ 音読等、学級で発表する活動は個々の状況に応じた配慮をする。 

・ 話すことを強制したり、急がせたりすること、言い間違いを指摘することは、児童・

生徒の自信喪失につながりかねないため、ゆっくりと落ち着いて最後まで話を聞く

よう留意する。また、全体指導において対応が難しい場合には、個別に話をする機

会を確保するようにする。 
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（８）視覚障害 

 

 視覚障害とは、視機能（視力・視野・色覚・光覚）の永続的低下により、学習や生活

に支障がある状態をいう。動作の模倣、文字の読み書き、事物の確認、移動の困難、相

手の表情等が分からないことからのコミュニケーションの困難等がある。 

 

【配慮する点】 

・ 教材等を提示する場合、言葉での説明を添えるとともに、手で触って観察できるよ

うにする。 

・ 「そこ」、「あそこ」などの指示代名詞は避け、「右手前」「〇時の方向（時計になぞ

らえて説明）」等、具体的に指示する。 

・ 慣れない場所に行く場合や初めて体験する場合は、最初に周囲の状況や活動内容を

説明したり、一緒に歩きながら案内したりする。 

・ 文字カード等を提示する際には、輪郭やコントラストをはっきりさせたり、文字を

大きく書いたりするとともに、照明等に配慮して見やすくする。 

・ 視野が狭い場合には、横から近づいてくるものに気が付かない場合があるので、衝

突による事故等が起こらないように十分注意する。 

・ 教室内での座席の位置を前方にする等の児童・生徒の状況に応じた配慮をする。 

・ 視覚情報が得にくいことを考慮して、時間の延長や学習内容の変更・調整を行う。 

・ 見えにくさに応じた教材を使用する。例えば、学習者用デジタル教科書やデイジー

教科書の読み上げ機能や拡大機能、色の調整等の活用や実物や模型等に触る等の能

動的な学習活動を設ける。 

・ 視覚障害について、学級全体で理解・受容する指導を行い、困ったときに援助要請

を出しやすい学級づくりをする。 

・ 学習支援員による板書の読み上げ等を行う。 

・ 体育や校外学習等、教室以外で学習をする際は、介助員が安全確保を図る。 
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（９）肢体不自由 

 

肢体不自由とは、身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記な

どの日常生活動作が困難な状態をいう。肢体不自由の程度は、一人一人異なっているた

め、その把握に当たっては、学習上又は生活上どのような困難があるのか、それは補助

的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といった観点から行う必要がある。 

 

【配慮する点】 

・ 肢体不自由について、学級全体で理解・受容する指導を行い、歩行を妨げたりぶつ

かったりしないよう注意する。 

・ 車椅子や杖等を使用する児童・生徒が階段や段差のあるところで困っている場合に

は、どうしたらよいかを尋ね、それぞれの児童・生徒に合った方法で援助する。ま

た、必要に応じて周囲の人たちの協力を求め、安全な方法で介助するようにする。 

・ 車椅子を押す場合には、ゆっくり押すように心がける。また、前方に段差や坂道が

ないかをよく確かめ、急な下り坂では後ろ向きに進むなど、状況に応じた安全な押

し方をする。 

・ 話をするときは、それぞれの児童・生徒の目の高さに合わせるように努め、気持ち

を伝えるようにする。 

・ 身体の動きやコミュニケーションの状態に応じて、筆記やタブレット端末への入力

等を助けるための補助用具を活用したやりとりを行うようにする。 

・ 教室内での座席の位置を移動の負担が少ない位置にするなど、児童・生徒の状況に

応じた配慮をする。 

・ 階段や玄関の混雑を考慮し、必要に応じて教員玄関等を使用する。 

・ 書字や制作活動に時間がかかることを考慮して、時間の延長や学習内容の変更・調

整を行う。 

・ 四肢の不自由さに応じた教材を使用する。例えばタブレット端末を使用し、音声入

力等でノートをとる。また、タブレット端末を車椅子等の補助器具に設置し、学習

者用デジタル教科書やデイジー教科書を使用して、手で持たなくても教科書等が見

られるようにする。 

・ 体育や校外学習等、教室以外で学習をする際は、介助員が安全確保を図る。 

・ 車椅子や電動昇降機等の校内研修及び避難経路の確認を行い、緊急時等を含めて全

ての教員が対応できるようにする。 
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（１０）病弱・身体虚弱 

 

 病弱とは、身体又は心の病気のため、継続して又は繰り返し医療又は生活管理を必要

とする状態をいう。身体虚弱とは、身体が弱いという状態を表し、病気とは直接は関係

なく不調な状態が続く、病気にかかりやすいなどのため、持続的に生活管理を必要とす

る状態をいう。病弱・身体虚弱は、医学用語でない。 

 病弱教育の対象となる病気は、気管支喘息、腎臓疾患、心臓疾患、糖尿病、悪性新生

物、血液疾患などである。 

 

【配慮する点】 

・ 活動に当たっては、保護者、主治医及び教員の間で、また場合によっては、本人も

含めて、個々の児童・生徒の病状や活動する際の注意事項を確認する。 

・ てんかんや気管支喘息等の児童・生徒は、発作がない時には、他の児童・生徒と同

じ程度の活動が可能である場合があるので、児童・生徒の病気の状態等を考慮し、

学習活動を必要以上に制限することがないように留意する。 

・ 病気によっては急に不調になることもあるので、活動中も体調の変化に十分に注意

するとともに、個々の病状や体力に応じた活動を工夫する。 

・ 筋力低下や骨折等を伴うことが多い疾患のある児童・生徒については、無理な運動

にならないように留意し、主体的な活動ができるように工夫する。 

・ 感染症にかかっていたり、体力や免疫力が低下していたりする場合には、タブレッ

ト端末を活用したテレビ会議を行う等の活動を積極的に取り入れるようにする。 

・ 児童・生徒の病気や状況によっては、入院や手術、病状や治療の継続、人との関わ

り等に不安を抱くことがあるので、児童・生徒の気持ちを尊重しつつ、活動を広げ

ていくようにする。 

・ 疾病について、保護者、医療機関及び学校で、学校生活管理指導表等をもとに、児

童・生徒の活動について情報共有を行う。また、疾病によっては、通常と同じ程度

の活動が可能である場合があるので、学習活動を必要以上に制限することがないよ

うに留意する。 

・ 運動制限がある児童・生徒には、活動中に別の課題を提示するなど、病状に合わせ

た学習ができるよう配慮する。 

・ 体力や免疫力の低下により登校が困難な場合には、タブレット端末を活用して課題

をやり取りしたり、オンライン学習を配信したりするなど、学習の保障をする。 

・ 長期期間の治療や入院により登校できない児童・生徒の場合は、本人の気持ちに寄

り添い、不安や悩みを相談しやすい環境づくりを行う。 

 

 



 

 

   

 

 

【参考資料】 

 

 〇交流及び共同学習ガイド（平成３１年３月 文部科学省） 

  

 〇障害のある子供の教育支援の手引 

  ～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～ 

（令和３年６月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課） 

 

〇「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」（平成２４年７月２３日初等中等教育分科会） 

 

〇障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） 

（平成２５年１０月４日付け２５文科初第７５６号文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

 〇特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引 

（令和３年３月 東京都教育委員会） 
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